
別紙１－１ 

トナーカートリッジ仕様書 

 

１ 品名 

 (1) トナーカートリッジ キヤノン製（品番：CRG-062H ） 

 (2) トナーカートリッジ キヤノン製（品番：CRG-056H ） 

 (3) トナーカートリッジ キヤノン製（品番：CRG-057H ） 
 

２ 用語の定義 

  本仕様書における用語の定義は、次のとおりとする。 

 (1) 「発注者」とは、広島県警察本部長をいう。 

 (2) 「受注者」とは、トナーカートリッジの納入者をいう。 

 (3) 「トナーカートリッジ」とは、キヤノン製（メーカー純正品）トナーカ

ートリッジをいう。 

 (4) 「不良品」とは、プリンターに装着した際に認識しない等動作に不良が 

  あるものをいう。 

 (5) 「不良品連絡兼回収依頼書」とは、不良品が発生した際、発注者が受注 

  者に対し不良品の状況を伝達し、またその不良品の回収を依頼する際に使 

  用する書面をいう。 

  (6) 「使用済みカートリッジ回収依頼書」とは、納入後正常に動作し使用済 

  みとなったトナーカートリッジを、発注者が受注者に対し回収依頼する際 

  に使用する書面をいう。 

 (7) 「納入兼受領確認書」とは、受注者が発注者に納入するトナーカートリ 

  ッジの品番、納入年月日、数量、単位、及び納入先の職員が商品を受領し 

  た際に記載押印する受領年月日、及び受領印の欄等が記載された書面をい 

  う。 

 

３ 納入条件 

 (1) 受注者は、トナーカートリッジを梱包する箱に、受注者を明示したラベ 

  ル等を貼り付け、発注者が受注者を一目で判別できるものとすること。 

 (2) 受注者は、発注者が作成する物品納入指示書により、別表「納入場所一 

  覧表」に指定した各所属に対し、指示する納期までにトナーカートリッジ 

  を納入すること。 

   なお、納入は原則納期までの広島県の休日を定める条例(平成元年   

広島県条例第２号)第１条に規定する県の休日以外の日の午前８時３０分 

から午後５時までの間（午後０時から午後１時までの間を除く。）に行う 

こと。 

 (3) 受注者は、各所属に１個から納入すること。 
 

４ 不良品及び使用済みトナーカートリッジの回収 

 (1) 使用済みトナーカートリッジの回収 

   ア 受注者は、発注者からの電話による回収依頼を受け付ける窓口を指定 

   すること。 
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  イ 受注者は、発注者からトナーカートリッジの回収依頼を受け付けた場 

   合は、原則として依頼を受け付けた日を含めて７営業日以内（広島県の 

   休日を定める条例第１条に規定する県の休日及び発注者が指定する日を 

   除く。）に回収すること。 

  ウ  受注者は、発注者が「不良品連絡兼回収依頼書」及び「使用済みカー 

   トリッジ回収依頼書」を要求した場合、必要枚数を発注者に送付するこ 

   と。 

  エ 回収に係る経費は全て受注者の負担とする。 

 (2) 不良品要件 

  ア 受注者は、トナーカートリッジが不良品の場合は速やかに代替品に 

   交換すること。 

  イ 受注者は発注者の機器に損害を与えた場合など、発注者が別途指示し 

   た際には、当該トナーカートリッジの調査を行い、その調査結果を書面 

   により発注者に対し報告すること。 

 

５ その他 

  「不良品連絡兼回収依頼書」、「使用済みカートリッジ回収依頼書」及び

「納入兼受領確認書」について、それぞれ様式不問であるが、契約後速や 

 かに作成し、発注者の確認を得ること。 
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所属 郵便番号 所在地 階 担当課（係）
総務課 １５階
広報課 ９階
会計課 １５階
施設課 １５階
装備課 １４階
情報管理課 １３階 管理係
警務課 １４階
人材育成課 １４階
警察安全相談課 １４階
厚生課 １４階
監察官室 １４階
生活安全総務課 １０階
人身安全対策課 １０階
地域課 １３階
通信指令課 １８階
刑事総務課 １１階
捜査第一課 １１階
捜査第三課 １１階
鑑識課 １０階
交通企画課 １２階
交通規制課 １２階
交通指導課 １２階
公安課 １６階
警備課 １６階
危機管理課 １６階
外事課 １６階
留置管理課 ７３０－００１１ 広島市中区基町１－４　別館基町庁舎 西館
少年対策課 ７３１－０１０３ 広島市安佐南区緑井三丁目8－4　緑井三丁目事務所 １階
サイバー犯罪対策課 ７３２－００５３ 広島市東区若草町3－20　WAKO若草町ビル ４階
捜査第二課 ７３１－０１０３ 広島市安佐南区緑井三丁目8－4　緑井三丁目事務所 ２階
組織犯罪対策第一課 B棟１階
組織犯罪対策第二課 A棟１階
組織犯罪対策第三課 B棟２階
生活環境課
科学捜査研究所
鉄道警察隊 ７３２－０８２２ 広島市南区松原町１－２　鉄道警察隊
運転免許課 ２階
交通機動隊 ４階
高速道路交通警察隊 ７３１－０１０２ 広島市安佐南区川内二丁目８－１　NEXCO広島IC内
機動隊 ７３１－４３１２ 安芸郡坂町平成ケ浜五丁目３－８９
警察学校 ７３１－４３１２ 安芸郡坂町平成ケ浜二丁目２－２７
広島中央警察署 ７３０－００１１ 広島市中区基町９－４８
広島東警察署 ７３２－００５７ 広島市東区二葉の里三丁目４－２２　
広島西警察署 ７３３－０８３３ 広島市西区商工センター四丁目１－３
広島南警察署 ７３４－０００１ 広島市南区出汐二丁目４－６５
安佐南警察署 ７３１－０１１３ 広島市安佐南区西原九丁目３－２０
安佐北警察署 ７３１－０２２１ 広島市安佐北区可部四丁目１４－１３
佐伯警察署 ７３１－５１５６ 広島市佐伯区倉重一丁目２６－１
海田警察署 ７３６－００５１ 安芸郡海田町つくも町１－４５
廿日市警察署 ７３８－００１５ 廿日市市本町１－１０
大竹警察署 ７３９－０６１３ 大竹市本町一丁目８－１０
山県警察署 ７３１－３５０１ 山県郡安芸太田町大字加計３７６０－１
呉警察署 ７３７－０８１１ 呉市西中央二丁目２－４
広警察署 ７３７－０１４１ 呉市広大新開一丁目５－６
江田島警察署 ７３７－２１２２ 江田島市江田島町中央四丁目１３－１
東広島警察署 ７３９－００１４ 東広島市西条昭和町４－１１
竹原警察署 ７２５－００２６ 竹原市中央一丁目１－１３
福山東警察署 ７２０－８５３１ 福山市三吉町南二丁目５－３１
福山西警察署 ７２９－０１１２ 福山市神村町３１０６－１
福山北警察署 ７２０－２１０７ 福山市神辺町大字新道上字三丁目１４
尾道警察署 ７２２－００１４ 尾道市新浜一丁目７－３４
三原警察署 ７２３－００５２ 三原市皆実三丁目２－６
府中警察署 ７２６－０００２ 府中市鵜飼町５４２－３
三次警察署 ７２８－００１２ 三次市十日市中二丁目６－６
庄原警察署 ７２７－００１２ 庄原市中本町一丁目３－８
安芸高田警察署 ７３１－０５０１ 安芸高田市吉田町吉田１２０４－２
世羅警察署 ７２２－１１２１ 世羅郡世羅町大字西上原４２７－１
 ※所属の名称又は移転により所在地の変更があった場合には、別途発出する通知をもって納入場所の変更契約があったものとみなす。

納入場所一覧表

７３０－０８２５ 広島市中区光南二丁目２６－３　別館光南庁舎

電話番号

広島市佐伯区石内南三丁目１－１　広島県運転免許センター７３１－５１９８

庶務係

代表番号
０８２－２２８－０１１０

庶務係

７３０－８５０７

警務課

０８２７－５３－０１１０

０８４６－２２－０１１０

０８２－２５５－０１１０

０８４７－２２－０１１０

０８２４－７２－０１１０

０８２９－３１－０１１０

０８４－９３３－０１１０

０８２－８１２－０１１０
０８２－８７４－０１１０

０８２４－６４－０１１０

０８４－９２７－０１１０

０８２６－４７－０１１０

０８４７－４６－０１１０

０８４８－２２－０１１０
０８４－９６２－０１１０

広島市中区基町９－４２　県庁舎東館

０８２６－２２－０１１０

０８２－２２４－０１１０

０８２－２７９－０１１０

０８４８－６７－０１１０

０８２－４２２－０１１０

０８２－９２２－０１１０

０８２３－４２－０１１０

７３４－０００３ 広島市南区宇品東四丁目１－３４　宇品東庁舎

０８２－８２０－０１１０

０８２－５０６－０１１０

０８２３－２９－０１１０
０８２３－７５－０１１０


